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参考資料No.６

参照条文

○労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）（抄）

（契約期間等）

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるも

ののほかは、三年（次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年）を超える期間に

ついて締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験（以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門

的知識等」という。）であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的

知識等を有する労働者（当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。）との間

に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約（前号に掲げる労働契約を除く。）

②・③ （略）

（労働時間）

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させて

はならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、

労働させてはならない。

第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい

てはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を

代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以

内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをした

ときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は

特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければなら

ない。

第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び

終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過

半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組

合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事

項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの

労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、

一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させるこ

とができる。

一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 清算期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超え

ない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条

及び次条において同じ。）

三 清算期間における総労働時間

四 その他厚生労働省令で定める事項

② 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列

記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間を

その開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間（最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該

期間。以下この項において同じ。）ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時

間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

③ 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同

項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分（前項の規定により読み替えて適用する場

合を含む。）中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間（当
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該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過

半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定

により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間

に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をも

つてその時間を除して得た時間）」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。

④ 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。ただし、清算

期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。

第三十二条の三の二 使用者が、清算期間が一箇月を超えるものであるときの当該清算期間中の前

条第一項の規定により労働させた期間が当該清算期間より短い労働者について、当該労働させた

期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間（第三

十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。）の労働

については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。

第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい

てはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を

代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にか

かわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間

が四十時間を超えない範囲内において、当該協定（次項の規定による定めをした場合においては、

その定めを含む。）で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特

定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。

一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間（その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において

労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条

において同じ。）

三 特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。）

四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間（対象期間を一箇月以上の期間ごと

に区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属

する期間（以下この条において「最初の期間」という。）における労働日及び当該労働日ごと

の労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間）

五 その他厚生労働省令で定める事項

② 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く

各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日

前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、

労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を

得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間

における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの

労働時間を定めなければならない。

③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日

数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間（第一項の協定で特定期間とし

て定められた期間を除く。）及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して

労働させる日数の限度を定めることができる。

④ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間よ

り短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた

場合においては、その超えた時間（第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は

休日に労働させた時間を除く。）の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支

払わなければならない。

第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予

測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難である

と認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定

める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働

組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におい
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ては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定に

かかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。

② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなけれ

ばならない。

③ 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。

（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等）

第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、

使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは

第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態

急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければ

ならない。

② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休

日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきこと

を、命ずることができる。

③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業（別

表第一に掲げる事業を除く。）に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条か

ら前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることがで

きる。

（休憩）

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超

える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で

組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がな

い場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでな

い。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

（休日）

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

（時間外及び休日の労働）

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては

その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表

する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところにより、これを行政官庁に届け出

た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間（以下この

条において「労働時間」という。）又は前条の休日（以下この条において「休日」という。）に

関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働

させることができる。

② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労

働者の範囲

二 対象期間（この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間

をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。）

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働

させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で

定める事項

③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間

外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を

超えない時間に限る。
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④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間（第三十二条の

四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合

にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間）とする。

⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見する

ことのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要

がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させ

ることができる時間（第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。）

並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間（同号に関して協定した時

間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。）を定めることができる。この場合において、

第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が

一箇月について四十五時間（第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間

を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間）を超えるこ

とができる月数（一年について六箇月以内に限る。）を定めなければならない。

⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日にお

いて労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満た

すものとしなければならない。

一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時

間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。

二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未

満であること。

三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三

箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、

及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

⑦ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定

める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃

金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考

慮して指針を定めることができる。

⑧ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働

時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとな

るようにしなければならない。

⑨ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半

数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

⑩ 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければ

ならない。

⑪ 第三項から第五項まで及び第六項（第二号及び第三号に係る部分に限る。）の規定は、新た

な技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

（時間外、休日及び深夜の割増賃金）

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労

働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の

賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割

増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十

時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算

額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるも

のとする。

③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労

働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定

により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支

払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（第三十九条の規定による有給休暇を除く。）

を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇

を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取

得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の

規定による割増賃金を支払うことを要しない。

④ 使用者が、午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、
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その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで）の間において労働させた場合

においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で

計算した割増賃金を支払わなければならない。

⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で

定める賃金は算入しない。

（時間計算）

第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用につい

ては通算する。

② 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間

を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関

する規定は適用しない。

第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合におい

て、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂

行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務

に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働

したものとみなす。

② 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労

働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過

半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当

該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

③ 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければなら

ない。

第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその

労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書

面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就

かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働し

たものとみなす。

一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があ

るため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすること

が困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務（以

下この条において「対象業務」という。）

二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し

使用者が具体的な指示をしないこと。

四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保する

ための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。

五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより

使用者が講ずること。

六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

② 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。

第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、

事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会（使用者及び当該事業場の

労働者を代表する者を構成員とするものに限る。）が設置された事業場において、当該委員会が

その委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用

者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号

に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたとき

は、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみ

なす。

一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の

性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるた

め、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないことと
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する業務（以下この条において「対象業務」という。）

二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就

かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲

三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される

時間

四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた

当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講

ずること。

五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する

措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就

かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得な

ければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱い

をしてはならないこと。

七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

② 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が

ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては

労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されてい

ること。

二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、

保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。

三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

③ 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策

審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指

針を定め、これを公表するものとする。

④ 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同

項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。

⑤ 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一

項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十

四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第二項及び第五項、第三十七条第三項、第三十八条の

二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書に規定する事項について決

議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三第一項、第三十二条の四第一

項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七

条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書の

規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条

の四第一項に規定する委員会の決議（第百六条第一項を除き、以下「決議」という。）」と、第

三十二条の三第一項、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四

条第二項ただし書、第三十六条第二項及び第五項から第七項まで、第三十七条第三項、第三十八

条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第九項ただし書中「協定」とあるのは

「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決

議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行

政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第八項中「又

は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の

決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第九項中「又

は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の

決議をする委員」とする。

（年次有給休暇）

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤

した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を

超えて継続勤務する日（以下「六箇月経過日」という。）から起算した継続勤務年数一年ごとに、

前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表
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の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間

を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期

間）の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、

当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。

六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日

一年 一労働日

二年 二労働日

三年 四労働日

四年 六労働日

五年 八労働日

六年以上 十労働日

③ 次に掲げる労働者（一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。）の

有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を

基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数（第一号にお

いて「通常の労働者の週所定労働日数」という。）と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一

週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。

一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚

生労働省令で定める日数以下の労働者

二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働

日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする

労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働

者

④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労

働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定

により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が

有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号

に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単

位として有給休暇を与えることができる。

一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数（五日以内に限る。）

三 その他厚生労働省令で定める事項

⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。た

だし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他

の時季にこれを与えることができる。

⑥ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働

組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と

の書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定

めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項

の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。

⑦ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇（これらの規定により使用者が与えな

ければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び

次項において同じ。）の日数のうち五日については、基準日（継続勤務した期間を六箇月経過日

から一年ごとに区分した各期間（最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間）の初日をい

う。以下この項において同じ。）から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることに

より与えなければならない。ただし、第一項から第三項までの規定による有給休暇を当該有給休

暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、

労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

⑧ 前項の規定にかかわらず、第五項又は第六項の規定により第一項から第三項までの規定による
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有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数（当該日数が五日を超える場合に

は、五日とする。）分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

⑨ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休

暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均

賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚

生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事

業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半

数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定に

より、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法（大正十一年法律第七十号）第四

十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額（その金額に、五円未満の端数

があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げ

るものとする。）又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を

支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

⑩ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業

等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業又は同条

第二号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業し

た期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

（労働時間及び休憩の特例）

第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の

不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる

限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定につ

いて、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

② 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及

び福祉を害しないものでなければならない。

（労働時間等に関する規定の適用除外）

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次

の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号（林業を除く。）又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

○労働基準法施行規則（昭和二十二年厚生省令第二十三号）（抄）

第二十四条の二の三 法第三十八条の四第一項の規定による届出は、様式第十三号の二により、所

轄労働基準監督署長にしなければならない。

② 法第三十八条の四第一項の規定は、法第四章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の

算定について適用する。

③ 法第三十八条の四第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 法第三十八条の四第一項に規定する決議の有効期間の定め

二 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間

の満了後三年間保存すること。

イ 法第三十八条の四第一項第四号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健

康及び福祉を確保するための措置として講じた措置

ロ 法第三十八条の四第一項第五号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置として講

じた措置

ハ 法第三十八条の四第一項第六号の同意

第二十四条の二の五 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項に規定する決議が

行われた日から起算して六箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回、様式第十三号の四

により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

② 法第三十八条の四第四項の規定による報告は、同条第一項第四号に規定する労働者の労働時間
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の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について行うものとす

る。

第六十六条の二 第二十四条の二の五第一項の規定の適用については、当分の間、同条同項中「六

箇月以内に一回、及びその後一年以内ごとに一回」とあるのは「六箇月以内ごとに一回」とする。

○ 労働基準法第十四条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成十五年厚生労

働省告示第三百五十六号）（抄）

労働基準法第十四条第一項第一号に規定する専門的知識等であって高度のものは、次の各号のい

ずれかに該当する者が有する専門的な知識、技術又は経験とする。

一～四 （略）

五 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる

賃金の額を一年当たりの額に換算した額が千七十五万円を下回らないもの

イ 農林水産業若しくは鉱工業の科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)若しく

は機械、電気、土木若しくは建築に関する科学技術に関する専門的応用能力を必要とする事項

についての計画、設計、分析、試験若しくは評価の業務に就こうとする者、情報処理システム

(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であって

プログラムの設計の基本となるものをいう。ロにおいて同じ。)の分析若しくは設計の業務(ロ

において「システムエンジニアの業務」という。)に就こうとする者又は衣服、室内装飾、工

業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務に就こうとする者であって、次のいずれかに該

当するもの

(1) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において就こう

とする業務に関する学科を修めて卒業した者(昭和二十八年文部省告示第五号に規定する者

であって、就こうとする業務に関する学科を修めた者を含む。)であって、就こうとする業

務に五年以上従事した経験を有するもの

(2) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において就こうとする業務に関する学科を修

めて卒業した者であって、就こうとする業務に六年以上従事した経験を有するもの

(3) 学校教育法による高等学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業した者で

あって、就こうとする業務に七年以上従事した経験を有するもの

ロ （略）

六 （略）

○労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）（抄）

（産業医等）

第十三条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医

師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項（以

下「労働者の健康管理等」という。）を行わせなければならない。

２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定

める要件を備えた者でなければならない。

３ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職

務を行わなければならない。

４ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労

働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として

厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

５ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の

健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を

尊重しなければならない。

６ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容

その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならな

い。

第十三条の二 事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行
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うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理

等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。

（自発的健康診断の結果の提出）

第六十六条の二 午後十時から午前五時まで（厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、

その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで）の間における業務（以下「深

夜業」という。）に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事す

る労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で

定めるところにより、自ら受けた健康診断（前条第五項ただし書の規定による健康診断を除く。）

の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。

○労働安全衛生法施行令（昭和四十七年政令第三百十八号）

（産業医を選任すべき事業場）

第五条 法第十三条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事

業場とする。

○労働安全衛生規則（昭和四十七年労働省令第三十二号）

（産業医及び産業歯科医の職務等）

第十四条 法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門

的知識を必要とするものとする。

一 （略）

二 法第六十六条の八第一項及び第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導並びに法第六十

六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するた

めの措置に関すること。

三～九 （略）

２～７ （略）

（産業医に対する情報の提供）

第十四条の二 法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

一 法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項（法第六十六条の八の二第二項において読

み替えて準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は

講じようとする措置の内容に関する情報（これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及

びその理由）

二 第五十二条の二第一項又は第五十二条の七の二第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を

超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報

三 前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理

等を適切に行うために必要と認めるもの

２ 法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号

に定めるところにより行うものとする。

一 前項第一号に掲げる情報 法第六十六条の四、第六十六条の八第四項（法第六十六条の八の

二第二項において準用する場合を含む。）又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯

科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。

二 前項第二号に掲げる情報 第五十二条の二第二項（第五十二条の七の二第二項において準用

する場合を含む。）の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。

三 前項第三号に掲げる情報 産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供するこ

と。

（自発的健康診断）

第五十条の二 法第六十六条の二の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受け

た健康診断を受けた日前六月間を平均して一月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととす

る。


